
【機密性2】

【刑事】

刑事第 部御中

【被告人： 】

法律雑麓社等への判決書等の写しの提供について

別添の申請書のとおり，法律雑誌社から判決書等の写しの提供依頼がありました。

ついては，提供の可否及び提供の条件を御検討の上，以下の1及び2の該当チェック欄に

チェックを付し，上部欄に担当裁判官及び主任書記官において認印をお願いします。

本件申請を許可する場合は，本書面と共に，判決全文の写し（マスキングを要する判決害

についてはマスキング済みの写し）を1部交付してくださるようお願いします。

本件申請を不許可とする場合は，総務課広報係に本書面のみ交付してくださるようお願い

します。

1 本件申請を

口許可する。 （口既に許可済みの判決全文の提供可）

口不許可とする。

(不許可とする理由）

2提供の条件

口別添「判決書等の写しの貸出しについて」記載のとおり （特別の条件なし）

口別添「判決害等の写しの貸出しについて」記載の条件に加え，次の特別の条件を付す

る。

(特別の条件）

※【参考事項】

口他社から同事件について申請があります（ 口許可ロ不許可口判断未了）

担当：総務課広報係（内 ）
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起案日 ． ． 起案者(総務課決裁欄）

口提供相当口提供不相当(※決裁欄は上部）

起案者コメント

…

担当裁判官 主任書記官

総務課長 課長補佐 広報係長 広報係


